
構造改革特別区域計画 

 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

  新潟市 

 

２ 構造改革特別区域の名称 

  新潟市ＩＴ人材ステップアップ特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

  新潟市の全域 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

新潟市は日本海に面した新潟県の県庁所在地で，日本を代表する大河・信濃川と阿賀

野川の最河口部に位置する人口80万を擁する本州日本海側最大の都市である。また，上

越新幹線，関越・北陸・磐越自動車道などの陸上高速交通体系，国際線８路線，国内線

９路線（定期・季節便合わせて）が就航する新潟空港は都心部からのアクセスもよく，

特定重要港湾である新潟港（西港：主に内国貿易と旅客/東港：主に外国貿易）と合わせ，

国内外とのネットワークを活かした交流拠点として発展を続けている。一方で近隣市町

村との合併により農業産出額，水田面積ともに日本一の農業都市としての一面も持って

おり，都市と田園の魅力を併せ持つ「田園型政令指定都市」の早期移行を目指している。

さらに市内中心部においては，ＩＴ関連企業が新潟駅周辺に集積し，ビジネスマッチン

グや産業情報交流の場としての性格を持っており，近年はＩＴベンチャーの起業風土が

醸成されるなど，活力ある都市型産業が形成されている。 

本市の情報化については，昭和60年に郵政省（現総務省）による「テレトピア構想」

の第一次指定を受けて以来，行政サービスの高度化や地域社会及び経済活動の活性化，

さらに，簡素で効率的な行政を実現していくために，「地域の情報化」と「行政の情報化」

という 2 つの側面から取り組みを進めてきたほか，情報系ベンチャー企業の育成を目的

としたインキュベーション施設「にいがたｅ起業館」の運営や，これらの企業の中心市

街地への進出支援などにより企業集積を進めているが，今後，こうした取り組みがさら

に進展していく中で，ＩＴ人材のニーズがますます高まるものと思われる。さらに，本

市の産業特性である「農業」「国際経済」といった分野へのＩＴ技術を活用していく上で，

例えば，農作物管理システムやトレーサビリティシステムの導入による市場と連動した

生産・流通体制，消費者が安心できる食の提供の実現，あるいは国内初の国際創業特区

と中国・ロシア・韓国など日本海対岸諸国との長年の交流を活かした企業誘致活動の成

果として海外からのＩＴ企業の進出――など，ＩＴ人材の活躍の場も多数期待されると

ころである。 

幸い，新潟県には三大都市圏及び地方中枢拠点都市圏と比肩する水準の専修学校生徒

数が在籍（平成１６年学校基本調査調べで全国１１位）しており，そのうちの 7 割の生

徒が本市に集まっている。これは本市には専修学校での実務能力習得のニーズが多く，



またそれを受容する実学志向の教育機関も十分集積している状況を意味しており，恵ま

れた交通インフラと環日本海地域での拠点性，さらには農業，田園の持つ生産性，ホス

ピタリティを活かした「田園型都市」を基盤とした産業戦略のために，さらなるＩＴ人

材の育成が求められている。 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

 （１）基本的な情報処理能力をベースに就職によりさらなる能力向上につなげる 

全国的に見ても，専修学校生の卒業生を多数輩出する本市においては，卒業生の就

職は重要な問題である。本市の地元ＩＴ企業の場合，実践的な技能習得を目的とする

専修学校生が当該資格を取得していない場合，十分な学習がなされていないものとみ

なすことか多いことから，本特例が措置されることにより，専修学校生がゆとりをも

って技能習得に臨むことで資格取得者を増加させ，結果として，地元ＩＴ企業側にも

基本的な情報処理能力を有する人材をより多く供給し，さらに就職した生徒が担当す

る業務の遂行を通じて能力を向上する――といった流れをつくることが期待される。 

（２）各学校のカリキュラムや指導内容の工夫を促進 

市内の情報処理関係の学校においては，生徒一人ひとりの能力・個性を大切にする

カリキュラムを設定して授業を行っており，社会のニーズに即した人材育成を図って

いる。今回，「初級システムアドミニストレータ試験」及び「基本情報技術者試験」の

午前試験科目の免除を受けるためには，受験生が経済産業大臣による初級システムア

ドミニストレータ試験及び基本情報技術者試験に合格した者と同等の知識を習得させ

る科目を修了したことができると確認されることが必要であり，その結果，各学校の

カリキュラムや指導内容等がより工夫されることにより，合格率，合格者数双方の向上

に向けて，市内における情報処理教育の一層の充実が図られることが期待される。 

（３）ＩＴ人材の裾野拡大 

初級システムアドミニストレータと基本情報技術者は，情報処理に関する国家資格

のうち，最も基本となる資格として位置付けられている。これらの国家資格を取得す

るためには，コンピュータの基礎知識のほか，著作権などの法律問題まで広い範囲の

知識が必要となり，ＩＴ人材の卵である学生やＩＴ関連産業に身を置く社会人がこれ

らを体系的に学習することが求められているが，当該特例措置を活用することで，受

験者の一時的な負担が軽減されることから，受験機会の増加とともに，資格取得を志

望する生徒の増加が予想され，本県におけるＩＴ人材の裾野の拡大にも寄与するもの

と期待される。 

 

６ 構造改革特区計画の目標 

  今回申請する「新潟市ＩＴ人材ステップアップ特区」は，若手ＩＴ人材の育成を図るため

のものであることから，具体の数値目標（初級システムアドミニストレータ試験及び基本

情報技術者試験の合格率の向上・合格者の拡大）を掲げ，これを実践することにより，

質と量を伴う若年ＩＴ人材の輩出を図るものである。 

 （１）合格率の向上 



     今回の当該特例措置となる午前試験の免除により，受験者の負担が軽減され，午後

に行われる実務的な分野の試験に集中することができることから，合格率，合格者数

双方の向上の成果目標として，『初級システムアドミニストレータ試験及び基本情報

技術者試験においては，専修学校・各種学校の全国平均の合格率の１．５倍以上とす

る』に設定する。 

（２）優秀な若手ＩＴ人材の輩出 

このことにより，市内はもちろんのこと，高度ＩＴ技術者の卵である優秀な学生

達が，県内他市または県外から，本市の当該特定事業を実施する情報関係の学校に

志望することが見込まれ，その結果，市外出身と市内出身の学生が互いに切磋琢磨

をすることなどにより，本県から多数の優秀な若年ＩＴ人材の輩出が可能となる。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

今回申請する「新潟市ＩＴ人材ステップアップ特区」を実施することにより，以下の

ような経済的社会的効果が見込まれる。 

（１）情報リテラシーの向上 

   新潟市では，市民の誰もが手軽に情報通信技術を活用し，ネットワークを日常的に

利用する生活環境の中では，行政が「誰もが情報通信技術を活用する社会」へと円滑

に移行できるよう適切な施策を行うこと，そして，「誰もが情報通信技術を活用するこ

と」を目指す必要があるとして，新潟市情報通信技術活用推進計画の中で，①行政サ

ービスの利便性及び迅速性の向上②行政サービスの高度化及び効率化の向上③行政情

報提供の充実と市民ニーズへの的確な対応④地域産業の活性化⑤情報通信技術活用の

ための基盤整備……の５点を課題としてあげている。 

今回，当該特例措置を実施することで，より多くの若手ＩＴ人材が育成・輩出され

ることにより，情報リテラシー（情報通信技術を使いこなす能力）の向上にも寄与す

るとともに，今後さらに実用化していく行政情報の提供にかかる，さまざまなシステ

ム及びネットワークの構築等にあたっても，これら人材の活躍が期待される。 

（２）ＩＴ関連産業の集積促進などによる地域産業の活性化 

   新潟市では情報系ベンチャー企業の支援策として，インキュベート施設の開設･運営

や立地促進の際にインセンティブを付与しているほか，近年は雇用吸収力の高いコー

ルセンターの誘致などにも力を入れている。一方で，国際空港・港湾，新幹線・高速

道路といった多彩な交通インフラを駆使した国際中枢拠点として，国際創業特区の地

として海外からの企業誘致にも取り組んでいる。 

   今回，当該特例措置を実施することで，本市が豊富な若手ＩＴ人材を輩出する都市

としてＩＴ関連企業の誘致及び集積促進に大いに寄与することが期待されるほか，現

在，ＩＴを十分に活用できていない，あるいは大手関連企業の「下請け的な」受注に

甘んじている地元企業についても，人材確保のしやすさや進出企業とのネットワーク

形成を深める中で，「元請け的な」企業への転換などの好ましい影響を与えることも考

えられる。 

このように，本計画の実現は，地元ＩＴ関連産業の活性化及び今後のＩＴ人材の育



成を図るために欠くことのできないものであり，本市の社会的安定と経済的発展に多

くの成果をもたらすものである。 

 

８ 特定事業の名称 

  1131 修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除する講

座開設事業 

  1132 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業に関連す

る事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項 

新潟市では特定事業に関連する事業として，以下のような情報化施策等を推進してい

る。 

（1）新潟市情報通信技術活用推進計画の施策推進 

当該特例措置を活用して「情報通信技術活用のための基盤整備」という地域の課題を

人材面で克服することにより，ＩＴ人材養成の充実・強化が図られることから，「新潟市情報

通信技術活用推進計画」の施策である，①「市民の利便性の向上」の実現に向けて実施

する施策②「市民の安心感の向上」の実現に向け実施する施策③「市民の充実感の向上」

の実現に向け実施する施策④「にぎわいと活力の向上」の実現に向け実施する施策⑤「情

報通信技術活用環境の向上」の実現に向け実施する施策――の推進に寄与することが期

待される。 

（２）情報系産業を振興するための各種施策の進展 

若年ＩＴ人材を多数輩出することにより，ＩＴ関連産業においては，ＩＴスキルを

持つ人材確保が容易となり，企業の競争力が高められ，市内の情報処理需要に対応で

きるため，産業の情報化やＩＴ関連産業の集積が一層促進される。これらは，本市で

行っている中心市街地へのＩＴ関連企業の立地促進を図る「新潟市情報通信関連産業

立地促進事業補助金」，「情報系ベンチャー支援事業」や情報系ベンチャー企業の育成

を目的としたインキュベーション施設「にいがたｅ起業館」の運営，さらにＩＴ関連

企業を含む市内中小企業の技術開発を支援する「産業活性化研究開発補助金」などと

の相乗効果が期待される。また，本特例を活用し輩出される人材は，農業分野へのＩ

Ｔ技術の活用など本市のポテンシャルを活かした地域産業の高度化・活性化に寄与す

るものと考えられる。 



別紙 １ 

 

１ 特定事業の名称 

 番号 １１３１ 

 名称 修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除する講座

開設事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 学校法人 新潟総合学院  

  新潟コンピュータ専門学校（新潟市米山３-１-５３） 

 宗教法人 新潟大神宮 

  新潟高度情報処理技術学院（新潟市西大畑町５１９５） 

 学校法人 新潟高度情報学園 

  新潟情報ビジネス専門学校（新潟市明石１-３-５） 

学校法人 電子開発学園九州 

新潟情報専門学校（新潟市弁天２-３-１３） 

  

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 認定を受けた日 

 

４ 特定事業の内容 

 （１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 

① 新潟コンピュータ専門学校 初級システムアドミニストレータ講座 

   添付書類に記載のとおり。 

② 新潟高度情報処理技術学院 初級システムアドミニストレータ講座 

添付書類に記載のとおり。 

③ 新潟情報ビジネス専門学校 初級システムアドミニストレータ講座 

添付書類に記載のとおり。 

④ 新潟情報専門学校（システム系学科） 初級システムアドミニストレータ講座 

添付書類に記載のとおり。 

⑤ 新潟情報専門学校（ビジネス系学科） 初級システムアドミニストレータ講座 

添付書類に記載のとおり。 

⑥ 新潟情報専門学校（マルチメディア系学科） 

              初級システムアドミニストレータ講座 

添付書類に記載のとおり。 

⑦ 新潟情報専門学校（大学併修科） 初級システムアドミニストレータ講座 

添付書類に記載のとおり。 



 

 （２）修了認定の基準 

    各校が定める出席率を満たして出席した受講生について，修了認定に係る試験を

受験できる有資格者と定める。有資格者に対し当該試験を実施し，独立行政法人情報

処理推進機構の定める合格基準を満たした者について，修了を認定する。 

   （各校が定める出席率） 

① 新潟コンピュータ専門学校    当該講座の５分の４以上 

② 新潟高度情報処理技術学院    当該講座の５分の４以上 

③ 新潟情報ビジネス専門学校    当該講座の５分の４以上 

④ 新潟情報専門学校        当該講座の３分の２以上 

 

（３）修了認定に係る試験の実施方法 

    試験問題は独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が提供する試験問題を使用

する。経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画の修了後に1回，修了

認定に係る試験を実施する。試験会場は当該講座が開設される場所とし，試験の採点

事務は，適用を受けた事業者が行う。告示で定めるところにより，講座の修了を認め

られた者の氏名，生年月日及び試験の結果を独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）

に通知するものとする。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

本特例措置は，当該認定に係る講座の修了を認められた者が，認定講座の修了を認め

られた日から一年以内に，初級システムアドミニストレータ試験を受験する場合は，情

報処理技術者試験規則別表に掲げる当該試験に係る試験の科目のうち第一号に規定する

情報処理システムに関する基礎知識及び第二号に規定する情報処理システムの活用に関

する共通的知識を免除するものであり，この特例措置を活用したカリキュラム実施によ

り，時代のニーズに即応した人材育成・能力開発を行うとともに，地域経済の活性化を

図るものである。 

このことから，当該認定講座の運営にあたっては，履修計画，運営方法，修了認定の

基準等について，本市が内閣総理大臣に提出し認定を得ると共に，認定講座の内容変更，

追加設置等が生じた場合は，経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画，

修了認定の基準，修了認定に係る試験の実施方法等の要件が満たされているものである

かを，経済産業大臣に協議するものとする。 



別紙 ２ 

 

１ 特定事業の名称 

 番号 １１３２ 

 名称 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 学校法人 新潟総合学院  

  新潟コンピュータ専門学校（新潟市米山３-１-５３） 

 宗教法人 新潟大神宮 

  新潟高度情報処理技術学院（新潟市西大畑町５１９５） 

 学校法人 新潟高度情報学園 

  新潟情報ビジネス専門学校（新潟市明石１-３-５） 

学校法人 電子開発学園九州 

   新潟情報専門学校（新潟市弁天２-３-１３） 

 学校法人 新潟大原学園 

   大原情報医療専門学校 新潟校（新潟市花園１-３-１９） 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 認定を受けた日 

 

４ 特定事業の内容 

 （１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 

① 新潟コンピュータ専門学校 基本情報技術者講座 

    添付書類に記載のとおり。 

② 新潟高度情報処理技術学院 基本情報技術者講座 

添付書類に記載のとおり。 

③ 新潟情報ビジネス専門学校 基本情報技術者講座 

添付書類に記載のとおり。 

④ 新潟情報専門学校（システム系学科） 基本情報技術者講座 

添付書類に記載のとおり。 

⑤ 新潟情報専門学校（マルチメディア系学科） 基本情報技術者講座 

添付書類に記載のとおり。 

⑥ 新潟情報専門学校（大学併修科） 基本情報技術者講座 

添付書類に記載のとおり。 

⑦ 大原情報医療専門学校新潟校 基本情報技術者講座 

添付書類に記載のとおり。 



 

 （２）修了認定の基準 

    各校が定める出席率を満たして出席した受講生について，修了認定に係る試験を

受験できる有資格者と定める。有資格者に対し当該試験を実施し，独立行政法人情報

処理推進機構の定める合格基準を満たした者について，修了を認定する。 

   （各校が定める出席率） 

① 新潟コンピュータ専門学校   当該講座の５分の４以上 

② 新潟高度情報処理技術学院   当該講座の５分の４以上 

③ 新潟情報ビジネス専門学校   当該講座の５分の４以上 

④ 新潟情報専門学校       当該講座の３分の２以上 

⑤ 大原情報医療専門学校     当該講座の５分の４以上 

 

（３）修了認定に係る試験の実施方法 

    試験問題は独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が提供する試験問題を使用

する。経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画の修了後に1回，修了

認定に係る試験を実施する。試験会場は当該講座が開設される場所とし，試験の採点

事務は，適用を受けた事業者が行う。告示で定めるところにより，講座の修了を認め

られた者の氏名，生年月日及び試験の結果を独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）

に通知するものとする。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

本特例措置は，当該認定に係る講座の修了を認められた者が，認定講座の修了を認めら

れた日から一年以内に，基本情報技術者試験を受験する場合は，情報処理技術者試験規

則別表に掲げる当該試験に係る試験の科目のうち第一号に規定する情報処理システムに

関する基礎知識及び第二号に規定する情報処理システムの活用に関する共通的知識を免

除するものであり，この特例措置を活用したカリキュラム実施により，時代のニーズに

即応した人材育成・能力開発を行うとともに，地域経済の活性化を図るものである。 

このことから，当該認定講座の運営にあたっては，履修計画，運営方法，修了認定の

基準等について，本市が内閣総理大臣に提出し認定を得ると共に，認定講座の内容変更，

追加設置等が生じた場合は，経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画，

修了認定の基準，修了認定に係る試験の実施方法等の要件が満たされているものである

かを，経済産業大臣に協議するものとする。  


